
 

 

 

 

第４回 町田市町区域の新設に関する市民懇談会 
（成瀬地区）を開催しました 

◆開催日時  ２０１２年１２月１０日（月）午後７時～８時３０分 
開催場所  成瀬センター ホール 

 
◆対  象  成瀬地区及び周辺地区の自治会町内会、商店会の代表 

 
◆内  容  アンケート結果の報告を行いました。 
       新設する町の区域及び名称について検討を行い、 

以下の内容でまとまりました。 
 

◆次  回  高ヶ坂地区、成瀬地区合同で行います。 
         説明会の報告及び検討内容のまとめをします。 

【開催日時】  
２０１３年１月２２日（火）午後７時～８時００分 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２１．７ha
（６２街区）

１８．５ha
（１２街区）

１５．１ha
（１９街区）

１５．６ha
（２２街区）

【西成瀬三丁目】

１２．１ha
（２０街区）

１５．１ha
（２６街区）

２３．０ha
（４７街区）

 
 

 
 
 
 

◆◆町田市都市づくり部土地利用調整課◆◆

市民懇談会

住居表示整備審議会

案の公示

現地調査

手続き説明会

住居表示実施

今ここです！

　
　　　
　　　
　　　

　　　　　　　新町区域案
　　　　　　　現在の町界
　　　　　　　検討区域（説明会開催予定）

積・街区数は概ねの数値です。※面

【西成瀬二丁目】

【西成瀬一丁目】

【成瀬七丁目】

【成瀬四丁目】

【成瀬六丁目】

【成瀬五丁目】

１２．１ha
（２９街区）

【成瀬八丁目】



懇談会
2012年10月～2013年1月

2012年
(平成24年)

2013年
(平成25年)

議会
2013年12月予定

案の公示

『住居表示』
実施

2014年7月頃

2014年
(平成26年)

告示

審議会
2013年2月下旬～3月上旬予定

議会
2013年6月予定

○新住所の通知

○関係資料の配布

　　（2014年5月頃）

○住所変更に伴う

　手続き説明会の開催

　　（2014年6月頃）

 ・広報、ホームページ、チラシ配布、

　回覧板などで区域にお住まいの方

　へ進捗状況等をお知らせします。

　
　変更の請求
（住居表示に関する法律第5条の2、
　住居表示に関する法律施行令第1条）

公示された案に異議があるときは、以
下の内容を満たせば変更の請求をす
ることができます。

●請求権利者
区域内に住所を有する者で市町村の
議会の議員及び長の選挙権を有する
もの

●期間
公示の日から30日を経過する日まで

●提出内容
　・請求の内容（変更案）
　・理由
　・上記請求権利者の50人以上の連署

高ヶ坂・成瀬地区住居表示実施までの予定
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